
自動車の台数前提  

（注：年月は西暦、単位は千台）

１年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 ６年目 ７年目 ８年目 ９年目 １０年目 １１年目 １２年目 11年間合計

05.1-05.3 05.4-06.3 06.4-07.3 07.4-08.3 08.4-09.3 09.4-10.3 10.4-11.3 11.4-12.3 12.4-13.3 13.4-14.3 14.4-15.3 15.4-15.12 04.4-15.12

① 新車購入時預託台数（新規登録・検査台数 ） 1,726 5,968 6,027 6,088 6,148 6,210 6,210 6,210 6,210 6,210 6,210 4,396 67,613

② 継続検査時等預託台数 7,369 31,453 21,414 3,496 63,732

　 継続検査時預託台数 7,058 30,139 20,524 3,343 61,064

　　 （継続検査台数　（平成17年2月1日以降3年間）） 7,058 31,490 31,333 24,561 94,442

　 中古新規検査時預託台数 311 1,314 890 153 2,668

　　 （中古新規検査台数 （平成17年2月1日以降3年間）） 311 1,377 1,398 1,095 4,181

③ 引取時預託台数 1,225 4,037 1,425 389 353 296 254 212 169 127 85 42 8,614

④ 中古車輸出･返還台数 0 100 307

　（中古車輸出台数） 250 1,100 1,200

　〔従来の台数前提との変更個所〕

１．引取時預託台数（３年目以降）

　　　法施行後の廃車台数実績､引取時預託台数実績をもとに､未預託自動車・後付装備自動車の台数を再算出。

２．中古車輸出・返還台数（３年目）

　　　返還申請の台数実績、返還申請を受付けたときから国土交通省等より輸出抹消登録情報を受け取るまでのタイムラグ実績（平均3ヶ月）をもとに返還台数を再算出。

　　　ただし、実績期間が短いので３年目となる０６年度のみ算出している。

＜参考＞従来の台数前提 （注：年月は西暦、単位は千台）

１年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 ６年目 ７年目 ８年目 ９年目 １０年目 １１年目 １２年目 11年間合計

05.1-05.3 05.4-06.3 06.4-07.3 07.4-08.3 08.4-09.3 09.4-10.3 10.4-11.3 11.4-12.3 12.4-13.3 13.4-14.3 14.4-15.3 15.4-15.12 04.4-15.12

　引取時預託台数 1,225 4,037 2,966 1,039 876 741 614 501 417 332 257 161 13,166

　中古車輸出･返還台数 0 100 900 1,000 1,100 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 900 11,200

　　（中古車輸出台数） 250 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,125 15,375
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